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付　　議　　事　　件 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 回定例会 

 番号 事　　　　　件　　　　　名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

 
1

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について
市　長 P  4

 
2

さくら市放課後児童クラブ施設設置条例の一部改

正について
〃 P  6

 
3

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る条例の一部改正について
〃 P  7

 
4 さくら市印鑑条例の一部改正について 〃 P  9

 

5

さくら市議会議員及びさくら市長の選挙における

選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター

の作成の公費負担に関する条例及びさくら市議会

議員及びさくら市長の選挙におけるビラの作成の

公費負担に関する条例の一部改正について

〃 P 10

 
6

さくら市氏家地区農産物直売所条例の一部改正に

ついて
〃 P 12

 
7

氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業

施行に関する条例の廃止について
〃 P 13

 
8

氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業

特別会計条例の廃止について
〃 P 14

 
9 令和 7 年度さくら市一般会計補正予算（第 5 号） 〃 P 15

 
10

令和 7 年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第 2 号）
〃 P 51

 
11

令和 7年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第

3 号）
〃 P 67

 
12

令和 7 年度さくら市下水道事業会計補正予算（第 1

号）
〃 P 85

 
13

指定管理者の指定について（さくら市上松山児童

センター）
〃 P 87

 
14

指定管理者の指定について（さくら市氏家地区農

産物直売所）
〃 P 88

 
15 栃木県市町村総合事務組合規約の変更について 〃 P 89
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

 諮問 

１
人権擁護委員候補者の推薦について 市　長 P 90

 報告 

1

専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決

定）
〃 P 91
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議案第 1 号 

 

 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 

の整理に関する条例の制定について 

 

 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例を次のように定める。 

 

 

　　令和 7 年 11 月 27 日提出 

 

 

さくら市長　　中 村 卓 資　　　 

 

 

さくら市条例第　号 

 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 

の整理に関する条例 

 

　（さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する条例の一部改正） 

第 1 条　さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する条例（平成 26 年さくら市

条例第 23 号）の一部を次のように改正する。 

第 24 条中「第 33 条の 10 各号」を「第 33 条の 10 第 1 項各号」に改

める。 

　（さくら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例の一

部改正） 

第 2 条　さくら市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例

（平成 26 年さくら市条例第 24 号）の一部を次のように改正する。 

　　第 8 条中「第 33 条の 10 各号」を「第 33 条の 10 第 1 項各号」に改
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める。 

（さくら市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第 3 条　さくら市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（令和 7 年さくら市条例第 29 号）の一部を次のように改正す

る。 

　　第 13 条中「第 33 条の 10 各号」を「第 33 条の 10 第 1 項各号」に改

める。 

附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 2号  

 

 

さ く ら 市 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 施 設 設 置 条 例 の 一 部 改 正  

に つ い て  

 

 

さ く ら 市 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 施 設 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 7年 11月 27日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資 　 　 　  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 施 設 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正  

す る 条 例  

 

さ く ら 市 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 施 設 設 置 条 例 （ 平 成 23年 さ く ら 市 条

例 第 11号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 2条 の 表 南 小 放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 項 中 「 き ぬ の 里 一 丁 目 19番

地 3」 を 「 氏 家 1061番 地 3」 に 改 め る 。  

附 　 則  

こ の 条 例 は 、 令 和 8年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。
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議 案 第 3号  

 

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る  

条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 7年 11月 27日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る  

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 条 例 （ 平 成

26年 さ く ら 市 条 例 第 22号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 8条 中 「 第 33条 の 10各 号 」 を 「 第 33条 の 10第 1項 各 号 」 に 改 め

る 。  

第 13条 第 2項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

2　 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 の

左 欄 に 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 （ 母 子 保 健 法 （ 昭 和 40年 法

律 第 141号 ） 第 12条 又 は 第 13条 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う 。 同

表 に お い て 同 じ 。 ） （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 健 康 診 断 等 」 と い

う 。 ） が 行 わ れ た 場 合 で あ っ て 、 当 該 健 康 診 断 等 が そ れ ぞ れ 同

表 の 右 欄 に 掲 げ る 健 康 診 断 の 全 部 又 は 一 部 に 相 当 す る と 認 め ら

れ る と き は 、 同 欄 に 掲 げ る 健 康 診 断 の 全 部 又 は 一 部 を 行 わ な い
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こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 左 欄 に 掲 げ る 健 康 診 断 等 の 結 果 を 把 握 し な け れ ば

な ら な い 。  

附 　 則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

 
児 童 相 談 所 等 に お け る 乳 児 又 は

幼 児 （ 以 下 「 乳 幼 児 」 と い

う 。 ） の 利 用 開 始 前 の 健 康 診 断

利 用 乳 幼 児 に 対 す る 利 用 開 始

時 の 健 康 診 断

 
乳 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 利 用 開 始 時 の 健 康 診 断 、 定 期

の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診

断
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議 案 第 4号  

 

 

さ く ら 市 印 鑑 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 

さ く ら 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 7年 11月 27日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

さ く ら 市 印 鑑 条 例 （ 平 成 17年 さ く ら 市 条 例 第 12号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

目 次 中 「 第 13条 」 を 「 第 13条 ・ 第 13条 の 2」 に 改 め る 。  

第 8条 中 「 次 に 該 当 す る 場 合 」 を 「 印 鑑 登 録 証 が 著 し く 汚 染 又

は 毀 損 し た と き （ 当 該 印 鑑 登 録 証 に 係 る 登 録 番 号 が 判 読 で き な

い と き を 除 く 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 1号 を 削 る 。  

第 13条 の 2第 2号 中 「 第 12条 の 2第 4項 第 2号 ロ 」 を 「 第 12条 の 2第

4項 第 3号 ロ 」 に 改 め る 。  

附 　 則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 13条 の 2の 改

正 規 定 は 、 電 気 通 信 事 業 法 及 び 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 等 に 関 す

る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 7年 法 律 第 46号 ） の 施 行 の 日

か ら 施 行 す る 。
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議案第5号 

 

 

さくら市議会議員及びさくら市長の選挙における選挙運動 

用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担 

に関する条例及びさくら市議会議員及びさくら市長の選挙 

におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正に 

ついて 

 

 

さくら市議会議員及びさくら市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例及びさくら

市議会議員及びさくら市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

　　令和 7 年 11 月 27 日提出 

 

 

さくら市長　　中 村 卓 資　　　 

 

 

さくら市条例第　号 

 

さくら市議会議員及びさくら市長の選挙における選挙運動 

用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担 

に関する条例及びさくら市議会議員及びさくら市長の選挙 

におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正 

する条例 

 

　（さくら市議会議員及びさくら市長の選挙における選挙運動用自動車

の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部

改正） 

第1条　さくら市議会議員及びさくら市長の選挙における選挙運動用自動
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車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例（平

成17年さくら市条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第8条中「541円31銭」を「586円88銭」に改める。 

　（さくら市議会議員及びさくら市長の選挙におけるビラの作成の公費

負担に関する条例の一部改正） 

第2条　さくら市議会議員及びさくら市長の選挙におけるビラの作成の公

費負担に関する条例（平成20年さくら市条例第23号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第4条中「7円73銭」を「8円38銭」に改める。 

附　則 

（施行期日） 

1　この条例は、公布の日から施行する。 

　（適用区分） 

2　この条例による改正後のさくら市議会議員及びさくら市長の選挙にお

ける選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負

担に関する条例及びさくら市議会議員及びさくら市長の選挙における

ビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、

施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前

の例による。
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議 案 第 6号  

 

 

さ く ら 市 氏 家 地 区 農 産 物 直 売 所 条 例 の 一 部 改 正 に つ  

い て  

 

 

さ く ら 市 氏 家 地 区 農 産 物 直 売 所 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

令 和 7年 11月 27日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

さ く ら 市 氏 家 地 区 農 産 物 直 売 所 条 例 の 一 部 を 改 正 す  

る 条 例  

 

さ く ら 市 氏 家 地 区 農 産 物 直 売 所 条 例 （ 平 成 19年 さ く ら 市 条 例

第 13号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 10条 第 1号 中 「 15パ ー セ ン ト 」 を 「 40パ ー セ ン ト 」 に 改 め る 。 

附 　 則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

-12-



議 案 第 7 号  

 

 

氏 家 都 市 計 画 事 業 上 阿 久 津 台 地 土 地 区 画 整 理 事 業 施  

行 に 関 す る 条 例 の 廃 止 に つ い て  

 

 

　 氏 家 都 市 計 画 事 業 上 阿 久 津 台 地 土 地 区 画 整 理 事 業 施 行 に 関 す る

条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

　 　 令 和 7 年 11 月 27 日 提 出 　  

 

 

さ く ら 市 長 　 中  村  卓  資 　 　 　  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

氏 家 都 市 計 画 事 業 上 阿 久 津 台 地 土 地 区 画 整 理 事 業 施  

行 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例  

 

　 氏 家 都 市 計 画 事 業 上 阿 久 津 台 地 土 地 区 画 整 理 事 業 施 行 に 関 す る

条 例 （ 平 成 17 年 さ く ら 市 条 例 第 151 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附 　 則  

こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
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議 案 第 8 号  

 

 

氏 家 都 市 計 画 事 業 上 阿 久 津 台 地 土 地 区 画 整 理 事 業 特  

別 会 計 条 例 の 廃 止 に つ い て  

 

 

　 氏 家 都 市 計 画 事 業 上 阿 久 津 台 地 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 条

例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

　 　 令 和 7 年 11 月 27 日 提 出 　  

 

 

さ く ら 市 長 　 中  村  卓  資 　 　 　  

 

 

さ く ら 市 条 例 第 　 号  

 

氏 家 都 市 計 画 事 業 上 阿 久 津 台 地 土 地 区 画 整 理 事 業 特  

別 会 計 条 例 を 廃 止 す る 条 例  

 

　 氏 家 都 市 計 画 事 業 上 阿 久 津 台 地 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 条

例 （ 平 成 17 年 さ く ら 市 条 例 第 59 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附 　 則  

こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
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議案第12号

令和７年度さくら市下水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）
第1条　令和7年度さくら市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによ
　　　る。

（債務負担行為）
第2条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

事項 期間 限度額
令和7年度から
令和8年度まで

　　令和7年11月27日提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　中村　卓資

汚水桝設置等業務委託 35,000千円
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（単位：千円）

債務負担行為に関する調書

期　間 金　額 期　間 金　額 営業収益

事　　項 限度額

前年度末までの支払義務発生
（見込）額

当該年度以降の支払義務発生
予定額

左の財源内訳

7-汚水桝設置等業
務委託

35,000 ‐ ‐
令和7年度から
令和8年度まで

35,000 35,000
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議 案 第 13 号  

 

 

　 　 　 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

 

 

　 下 記 の と お り 指 定 管 理 者 を 指 定 す る こ と に つ い て 、 地 方 自 治 法

（ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の 2 第 6 項 の 規 定 に よ り 、 議

会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

記  

 

1　 管 理 を 行 わ せ る 公 の 施 設  

　 　 　 所 在 地 　 　 さ く ら 市 氏 家 3776 番 地 2  

　 　 　 名 　 称 　 　 さ く ら 市 上 松 山 児 童 セ ン タ ー  

2　 指 定 管 理 者 と な る 団 体  

　 　 　 所 在 地 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 喜 連 川 904 番 地  

名 　 称 　 　 社 会 福 祉 法 人 　 さ く ら 市 社 会 福 祉 協 議 会  

　 　 　 代 表 者 　 　 会 長 　 渡 邉 　 幸 雄  

3　 指 定 の 期 間  

　 　 　 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 令 和 13 年 3 月 31 日 ま で  

 

 

　 　 令 和 7 年 11 月 27 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資 　 　 　

-87-



議 案 第 14 号  

 

 

　 　 　 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

 

 

　 下 記 の と お り 指 定 管 理 者 を 指 定 す る こ と に つ い て 、 地 方 自 治 法

（ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の 2 第 6 項 の 規 定 に よ り 、 議

会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

記  

 

1　 管 理 を 行 わ せ る 公 の 施 設  

　 　 　 所 在 地 　 　 さ く ら 市 蒲 須 坂 85 番 地 2  

　 　 　 名 　 称 　 　 さ く ら 市 氏 家 地 区 農 産 物 直 売 所  

2　 指 定 管 理 者 と な る 団 体  

　 　 　 所 在 地 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 早 乙 女 237 0 番 地  

名 　 称 　 　 株 式 会 社 セ ブ ン ハ ン ド レ ッ ド フ ァ ー ム  

　 　 　 代 表 者 　 　 代 表 取 締 役 　 小 林 　 忠 広  

3　 指 定 の 期 間  

　 　 　 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 令 和 11 年 3 月 31 日 ま で  

 

 

　 　 令 和 7 年 11 月 27 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資 　 　 　
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議 案 第 15 号  

 

 

　 　 　 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 規 約 の 変 更 に つ い て  

 

 

　 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 286 条 第 1 項 の 規 定 に

よ り 、 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 規 約 を 次 の と お り 変 更 す る 。  

 

 

　 　 令 和 7 年 11 月 27 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資 　 　 　  

 

 

　 　 　 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 規 約 の 一 部 を 改 正 す る 規  

　 　 　 約  

 

　 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 規 約 （ 平 成 18 年 栃 木 県 指 令 市 町 村

第 121 2 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

　 別 表 第 2 第 4 条 第 4 号 に 掲 げ る 事 務 の 項 及 び 同 表 第 4 条 第 5 号

に 掲 げ る 事 務 の 項 中 「 栃 木 市 」 を 「 栃 木 市 　 佐 野 市 」 に 改 め る 。  

　 　 　 附 　 則  

こ の 規 約 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
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諮問第 1 号

人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員候補者に、下記の者を推薦したいので人権擁護委員法（昭

和 24 年法律第 139 号）第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見を求め

る。

記

住 所

氏 名 谷口 好正

生年月日

令和 7 年 11 月 27 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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報 告 第 1 号  

 

 

　 　 　 専 決 処 分 事 項 の 報 告 に つ い て  

 

 

　 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 180 条 第 2 項 の 規 定 に

よ り 、 議 会 に お い て 指 定 さ れ て い る 事 項 に つ い て 、 別 紙 の と お り

専 決 処 分 を し た の で 報 告 す る 。  

 

 

　 　 令 和 7 年 11 月 27 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資 　 　 　
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専決処分第 15 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。

令和 7 年 10 月 31 日

さくら市長 中 村 卓 資

市は、令和 7 年 10 月 7 日に発生した事故による損害賠償の額を次のと

おり決定する。

1 損害賠償の相手方

(1) 住所

(2) 氏名

2 事故の概要

令和 7 年 10 月 7 日午前 7 時 52 分頃、押上小学校用務員が、刈払機で

草刈り作業中、飛び石で走行中の相手方の乗用車リアサイドガラスを破

損させた。

3 損害賠償の額

金 60,940 円

-92-


